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契約条項の一部読替えについて 

 

 

１ 「代金の確定に関する特約条項（支払限度）」第１０条の２ 

２ 「代金の確定に関する特約条項（中途見直し条項付支払限度）」第１２条の２ 

３ 「代金の確定に関する特約条項（概算）」第１０条の２ 

４ 「代金の確定に関する特約条項（中途見直し条項付概算）」第１２条の２ 

５ 「資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項」第８条の２ 

 

 

調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令（昭和３７年防衛庁訓令第３５号）の 

改正に伴い、別添の対象契約に付した上記特約条項の該当項目を次のとおり読み替える 

ものとする。 
旧 新 

甲は、原価監査に当たって乙が求めたときは、

この特約条項並びに資料の信頼性確保及び制度

調査の実施に関する特約条項に定める乙の債務

についての不履行が確認されない限り、乙の実

際の総原価（甲が原価監査によって確認した適

正な原価に、乙が使用する実際の経費率（調達物

品等の予定価格の算定基準に関する訓令（昭和

３７年防衛庁訓令第３５号）第４２条に規定す

る非原価項目を除いて算定したものに限る。）を

適用して算出した総原価をいう。）をもって実績

として扱うものとする。 

  甲は、原価監査に当たって乙が求めたときは、

この特約条項並びに資料の信頼性確保及び制度

調査の実施に関する特約条項に定める乙の債務

についての不履行が確認されない限り、乙の実

際の総原価（甲が原価監査によって確認した適

正な原価に、乙が使用する実際の経費率（調達物

品等の予定価格の算定基準に関する訓令（昭和

３７年防衛庁訓令第３５号）第３６条に規定す

る非原価項目を除いて算定したものに限る。）を

適用して算出した総原価をいう。）をもって実績

として扱うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：対象契約一覧表 








